
令和３年５月 25日 

 

 

令和２年度独立行政法人環境再生保全機構調達等合理化計画の実績及び自己評価 

 

 

１．調達の現状と要因の分析 

（１） 調達の全体像について 

・ 独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）における令和２年度の契約状況は、

表１のようになっており、契約件数（少額随意契約を除く。）は 34 件、契約金額は 523 百万円

であり、うち競争性のない随意契約は 12件、契約金額は 157百万円であった。 

・ 令和元年度と比較して、全体の件数及び金額が減少したのは、第４期中期計画初年度で

ある令和元年度において複数年度契約が多くあったことが主な要因である。 

・ 令和元年度と比較して、競争性のない随意契約の件数及び金額が増加しているのは、環

境研究総合推進費プログラムオフィサー８名のうち令和２年度で交代となった者が３名であっ

たこと（委託業務契約（R1 年度：１件、約５百万円→R2 年度：３件、約 15 百万円））、東京事務

所の更新に伴う賃貸借契約（約 121 百万円）及び室内清掃業務（約５百万円）の複数年度契

約（ともに４年）があったこと等が主な要因である。 

 

表１ 令和２年度の調達全体像           （単位：件、百万円） 

 
令和元年度 令和２年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
（68.2％） 

30 

（79.9％） 

746 

（50.0％） 

17 

（31.3％） 

164 

〔△43.3％〕 

△13 

〔△78.0％〕 

△582 

企画競争・公募 
（13.6％） 

6 

（16.5％） 

154 

（14.7％） 

5 

（38.6％） 

202 

〔△16.7％〕 

△1 

〔31.1％〕 

48 

競争性のある 

契約（小計） 

（81.8％） 

36 

（96.5％） 

900 

（64.7％） 

22 

（70.0％） 

366 

〔△38.9％〕 

△14 

〔△59.3％〕 

△534 

競争性のない 

随意契約 

（18.2％） 

8 

（3.5％） 

33 

（35.3％） 

12 

（30.0％） 

157 

〔50.0％〕 

4 

〔375.9％〕 

124 

合 計 
（100.0％） 

44 

（100.0％） 

933 

（100.0％） 

34 

（100.0％） 

523 

〔△22.7％〕 

△10 

〔△43.9％〕 

△410 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2） 各年度の上段（ ）書きは、各項目の合計に対する構成比、比較増△減欄の〔 〕書きは増△減率である。 

（注 3） 少額随意契約を除く。 

 

（２） 一者応札・応募の状況について 

令和２年度の一者応札・応募の状況は、表２のようになっており、競争性のある契約のうち、

一者応札・応募は４件、契約金額は 71百万円であった。 

なお、令和元年度と比較して、件数が減少した主な要因は、その特殊性から供給元が限定

された案件（参加意思確認型公募による一者応募）が減少したためであり（R1 年度：３件→R2

年度：１件）、金額が減少したのは、令和元年度において複数年度契約（研究情報管理基盤シ

ステム（ESS）各種機能改修・強化及び運用保守業務：約 115百万円（３年））があったこと等が

主な要因である。 

 

 

 



       表２ 令和２年度の一者応札・応募状況        （単位：件、百万円） 

 令和元年度 令和２年度 比較増△減 

２者以上 
件数 30（83.3％） 18（81.8％） △12〔△40.0％〕 

金額  715（79.4％）  295（80.7％） △419〔△58.7％〕 

１者 
件数 6（16.7％） 4（18.2％） △2〔△33.3％〕 

金額 186（20.6％） 71（19.3％） △115〔△61.9％〕 

合 計 
件数   36（100.0％）   22（100.0％） △14〔△38.9％〕 

金額    900（100.0％）    366（100.0％） △534〔△59.3％〕 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2） 合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注 3） 各年度の（ ）書きは、各項目の合計に対する構成比、比較増△減欄の〔 〕書きは増△減率である。 

 

 

２．重点的に取り組む分野（【 】は評価指標） 

一者応札・応募に関する改善 

調達における競争性及び透明性を維持するため、以下の取組を実施した。【実施割合 100％】 

① 公告から入札までの期間について 10営業日以上を確保した。 

② 契約手続審査委員会による事前の審査については、競争性を確保するため、調達数量、 

業務範囲、スケジュール、必要な資格設定、業務の実績要件及び地域要件の妥当性につ

いて重点を置いた審査を実施した。 

③ 調達情報に係るメールマガジンの活用等により、発注入札情報の更なる周知を図った。 

 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 

（１） 随意契約に関する内部統制の確立 

令和２年度に締結した随意契約 12 件については、契約手続審査委員会において、事前に

審査を行い、会計規程に定める「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争

性のある調達手続きの実施の可否の観点で審査を実施するとともに、新規の案件について

は、契約監視委員会委員への事前説明を経た上で調達を行った。 

【契約手続審査委員会による審査の件数 12件（全件）】 

 

（２） 不祥事の発生の未然防止等のための取組 

契約事務研修及び契約書ひな形の改訂等を実施し、適切な事務手順及び不正予防等コン

プライアンスの維持に努めるよう調達担当職員を指導した。【契約事務研修（令和２年９月、契

約書ひな形改訂（令和２年４月）】 

 

 

４．その他の調達事務における取組 

（１） ワーク・ライフ・バランス等推進企業への対応 

令和２年度においては、ワーク・ライフ・バランス等推進企業への対応として、調達内容の 

品質の低下、事業の執行への支障等が生じない範囲で５件の調達について、総合評価落札

方式等の評価加点項目として設定した。【５件実施】 

 

 



（注）ワーク・ライフ・バランス等推進企業 

ⅰ）ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策

推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律その他関係法令に基づく認定を受けた企

業 

ⅱ）女性活躍推進法第 8 条に基づく一般事業主行動計画を策定した企業（常時雇用する労

働者の数が 300人以下のものに限る。） 

 

（２） 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応 

    令和２年度においては、新型コロナウイルス感染拡大防止への対応として、一般競争入札

等における郵送による入札の拡充や入札説明書等の資料の交付をメール送信とするなど、こ

れまでの対面による調達事務について見直しを図った。 

 

 

５．自己評価の実施 

令和２年度調達等合理化計画の実施状況は、上記１～４に記載のとおりであり、契約に係る

競争の推進と調達に関するガバナンスの徹底について、所期の目標を達成したことから、自己

評価は「Ｂ」とした。 

 

 

６．推進体制 

（１） 推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、財務部担当理事を総括責任者とする契約

手続審査委員会により、調達等合理化に取り組んだ。 

また、契約手続審査委員会で令和２年度計画の実績及び自己評価を審議し、決定した。 

 

（２） 契約監視委員会による審査 

令和３年５月 13日に契約監視委員会を開催し、新規の競争性のない随意契約、一者応札・

応募案件及び令和２年度計画の実績等について、点検・評価を受けた。 


